
 
 

発達に障がいをお持ちのお子さんから成人の方々に、自立へ

向けての支援をしていただける方を募集しています ! ! 

① 保育士・児童指導員（児童事業所勤務） 

  時間/ A ８：３０～１６：３０ 
   B ９：３０～１７：３０ 

② 生活支援員（生活介護事業所勤務） 

  時間/８：３０～１６：４５ 

③ 世話人（グループホーム 勤務）     

    時間/ A ７：００～１１：３０ 
   B １５：００～２０：００ 
   C  １７：００～翌９：００ 

④ 生活支援員（運転支援） 

 時間/ A ８：００～１０：００ 
   B １３：００～１５：００ 
   C  １５：００～１７：００ 

 

 ※勤務日数・時間はご相談下さい  

待遇：時給 １,０２０円～ 

 ※①②のみ嘱託職員も可。１６６,２６０円＋諸手当～ 

 ※社保完備。交通費支給。 

 

 問い合わせ先：046-274-2426（遠藤） 


